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１．津波浸水想定の設定に係る経緯・経過報告
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（１）津波浸水想定の概要

（２）検討体制

（３）検討経過

（４）検討内容



（１）津波浸水想定の概要
(1)-1 「津波防災地域づくりに関する法律」の概要
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（２）検討体制
(2)-1 小委員会の設置
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○ 岩手県では津波浸水想定の検討を進めるため、「岩手県津波防災技術専門
委員会」の承認を得て、津波浸水想定に係る技術的、専門的な事項について
審議するための「小委員会」を令和２年６月１９日に設置したもの。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県東日本大震災津波復興委員会 

津波防災技術専門委員会 総合企画専門委員会 女性参画推進専門委員会 

津波防災技術専門委員会 

小委員会（新設） 

【小委員会 所掌事項】

・ 津波浸水想定の検討に係る技術的・専門的な事項に関すること

・ その他、津波浸水想定の検討にあたって必要な事項に関すること

（参考）津波防災地域づくり検討体制



（２）検討体制について
(2)-2 小委員会の概要
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氏 名 現 職

今村 文彦 東北大学災害科学国際研究所 所長

小笠原 敏記 (委員長) 岩手大学理工学部 教授

加藤 史訓 国土交通省 国土技術政策総合研究所 河川研究部 海岸研究室長

後藤 和久 東京大学大学院 教授

南 正昭 岩手大学理工学部 教授

岩手県津波防災技術専門委員会 小委員会委員 （５０音順、敬称略）

○ 岩手県の津波浸水想定の設定を行うにあたり、津波工学、自然災害科学、海岸

工学、地質学、社会基盤計画等の有識者を選定したもの。



（３）検討経過
(3)-1 小委員会での検討経過
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○ 令和２年７月８日に第１回小委員会を開催した後、令和４年２月２２日の
委員会まで計５回の小委員会を開催し、技術的・専門的事項についての助言
をいただきながら公表資料(案)をとりまとめたもの。

第２回 小委員会
（令和２年１２月２４日）

第４回 小委員会
（令和３年９月１５日）



（３）検討経過
(3)-1 小委員会での検討経過
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小委員会における主な議題（検討項目）

○ 第１回 令和２年７月８日
(1) 委員長の選出
(2) 県の津波浸水想定検討の進め方について
(3) 内閣府が推計した津波浸水想定の確認について

○ 第２回 令和２年１２月２４日
(1) 第１回小委員会開催以降の作業状況について（報告）
(2) 計算格子間隔（メッシュサイズ）について

○ 第３回 令和３年３月１８日
(1) 最大クラスの津波の設定について
(2) 計算条件の設定について

○ 第４回 令和３年９月１５日
(1) 先行試算箇所の試算結果について
(2) 粗度の設定について
(3) 対象波源の再現検討について

○ 第５回 令和４年２月２２日
(1) 津波シミュレーションの計算結果について
(2) 公表資料の内容について



（３）検討経過
(3)-2 市町村との情報共有・意見交換
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○ 津波浸水想定の設定にあたっては、作業の進捗に合わせ市町村と情報共有
を図りながら進めてきたもの。

第３回 市町村担当者会議
（令和３年１月１８日）

○ これまで市町村担当者会議を５回開催したほか、データ提供依頼や内容確
認のため各市町村に個別に訪問し調整を図ってきたところ。

第４回 市町村担当者会議
（令和３年４月１５日）



（３）検討経過
(3)-2 市町村との情報共有・意見交換
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市町村との主な情報共有

○ 第１回 令和２年６月１９日
(1) 津波浸水想定に係る今後の県の進め方について

○ 第２回 令和２年７月１７日
(1) 国の浸水想定（案）について

○ 第３回 令和３年１月１８日
(1) 県が進める津波浸水想定の検討状況について
(2) 浸水想定策定に係るデータ提供等の依頼について

○ 第４回 令和３年４月１５日
(1) 岩手県が進める津波浸水想定について（市町村新担当者向けの概要説明）
(2) 津波浸水想定の検討状況について

○ 第５回 令和４年３月９日
(1) 第５回小委員会の概要報告
(2) 公表資料(案)の内容等について

・ 市町村からのデータ提供やりとり（令和３年２月～９月）
・ データおよび設計条件の確認やりとり（令和３年８月～１０月）
・ 地形モデルデータの内容確認やりとり（令和３年１０月～１１月）
・ 暫定版計算結果の内容確認やりとり（令和３年１２月～令和４年２月）



（４）検討内容
(4)-1 津波浸水想定の設定にあたって
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国交省・国総研から示されている「津波浸水想定の設定の手引き」に基づき進めるこ
ととし、技術的、専門的な事項については、「岩手県津波防災技術専門委員会 小委員
会」で意見を伺いながら進めてきたもの。

【出典】国土交通省ＨＰ

https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/kaigan/tsunamishinsui_manual.pdf



（４）検討内容
(4)-2 津波浸水想定の作業フロー
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②計算条件の設定 （ R3.3.18 第３回小委員会で計算条件決定）②計算条件の設定 （ R3.3.18 第３回小委員会で計算条件決定）

③津波浸水シミュレーションの実施

⑤公表図（案）、解説書（案） （R4.2.22 第5回小委員会で了承）⑤公表図（案）、解説書（案） （R4.2.22 第5回小委員会で了承）

 最大クラスの津波の設定 （R3.3.18 第３回小委員会で決定） 最大クラスの津波の設定 （R3.3.18 第３回小委員会で決定）

発生が想定される津波のシミュレーション実施（沿岸部での津波高の把握）

地域海岸（24海岸）ごとに最大クラスの津波を選定

計算領域・計算格子間隔の決定

計算用データ（地形・構造物・粗度）の作成

各種施設の条件設定 ほか

【地域海岸数】 × 【断層モデル】 × 【地形パターン】 × 【施設条件】

２４ 複数（最大５地震） ２(R3.3末、全施設完成[参考条件]) ２(破堤あり、なし[参考条件])

計算データセットの確認 （R3.10 各市町村に説明）計算データセットの確認 （R3.10 各市町村に説明）

計算用データ（地形・構造物・粗度）について市町村へ説明、内容修正等のやりとり

④暫定計算結果の説明 （R3.12 各市町村に説明）④暫定計算結果の説明 （R3.12 各市町村に説明）

最大浸水深分布、代表地点浸水深

公表図、解説書公表 （R4.3.28 岩手県津波防災技術専門委員会後）

公表図の掲載内容、解説書説明内容の決定

計算結果概要

計画条件、沈下なし・破堤なしの参考公表内容の決定



（４）検討内容
(4)-3 国（内閣府）と県の浸水想定の違い

12

岩 手 県



（４）検討内容
(4)-4 主な計算条件（内閣府との比較）
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断層モデル

潮位

陸域（構造物等）

海域

海岸・河川堤防、
港湾・漁港施設

道路盛土

耐震照査結果の
ある施設
（耐震性十分）

照査結果を適用

耐震照査結果の
ない施設
（耐震性不十分）

盛土構造物：75％沈下
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物：破壊

津波に対する
条件設定

項目
計算条件

【参考】国（内閣府） 岩手県

日本海溝、千島海溝
明治三陸、昭和三陸、東北地方太平洋沖地震、
日本海溝、千島海溝
※地域海岸毎に最大となる断層モデルを選定。

朔望平均満潮位

最小計算格子間隔 10m ５m

地形
データ

平成29年度時点の計画条件
（施設完成後と想定）

令和２年度末時点の現場条件
（現場の進捗状況を反映）

平成16年度時点の条件を反映 令和２年度末時点の条件を反映

粗度係数 相当粗度（小谷、今村ら H10海岸工学論文集）

各種施設
の

取扱い

越流時破堤

越流時破堤なし（地形として取り扱う） 越流時破堤

各種施設
の

条件設定

地震に対する
条件設定

全ての施設の耐震性が図られていると仮定
し、沈下なし

越流時破堤（形状なし）が基本
二線堤として機能する道路盛土：破堤なし

越流時破堤（形状なし）が基本
二線堤として機能する道路盛土：越流時破堤



（４）検討内容
(4)-4 主な計算条件（最大クラスの津波を発生させる地震）
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表 最大クラスの津波を発生させる地震の設定結果

地域海岸

最大クラスの津波を発生させる地震

明治三陸
地震

昭和三陸
地震

東北地方
太平洋沖
地震

日本海溝
(三陸・
日高沖)

地震

千島海溝
(十勝・
根室沖)

地震

1 洋野～久慈北海岸 ● ● ● ●

2 久慈湾 ● ● ● ●

3 久慈南海岸 ● ● ● ●

4 野田湾 ● ● ● ●

5 普代海岸 ● ● ●

6 田野畑海岸 ● ● ●

7 岩泉海岸 ● ● ●

8 田老海岸 ● ● ●

9 宮古湾 ● ● ●

10 重茂海岸 ● ●

11 山田湾 ● ●

12 船越湾 ● ●

13 大槌湾 ● ●

14 両石湾 ● ● ●

15 釜石湾 ● ● ●

16 唐丹湾 ● ● ●

17 吉浜湾 ● ● ● ● ●

18 越喜来湾 ● ● ●

19 綾里湾 ● ● ● ● ●

20 大船渡湾外洋 ● ●

21 大船渡湾 ● ●

22 大野湾 ● ●

23 広田湾外洋 ● ●

24 広田湾 ●



２．公表資料について

公表資料① 「解説書」の掲載内容

公表資料② 「浸水想定図」の掲載内容

公表資料③ 「浸水想定図（破堤なし）」[参考公表] の掲載内容



公表資料①「解説書」の掲載内容
目次
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目 次

1. 津波対策の考え方

2. 留意事項

3. 津波浸水想定の記載事項及び用語の解説

3.1 記載事項

3.2 用語の解説

4. 最大クラスの津波

5. 津波浸水シミュレーション

5.1 対象となる津波シミュレーション

5.2 主な計算条件の設定

津波浸水想定の公表にあたって解説書(案)を作成したもの。
解説書の構成は以下のとおり。

【参考】解説書（案）の１ページ目



「津波浸水想定」を公表するにあたり、周知すべき津波対策の考え方の主な事項を
以下に示す。

平成23年3月11日に発生した東日本大震災による甚大な津波被害を受けて、内閣府
中央防災会議専門調査会（平成23年9月28日）により、新たな津波対策の考え方と
して、以下に示す二つのレベルの津波を想定する必要があること。

L2津波：住民避難を柱とした総合的防災対策を構築する上で想定する「最大ク
ラスの津波」。

L1津波：防潮堤など構造物によって津波の内陸への浸入を防ぐ海岸保全施設等
の建設を行う上で想定する「比較的頻度の高い津波」。

岩手県では、東日本大震災後の平成23年度に「L1津波」に対する津波対策として、
沿岸における海岸堤防等の高さの設定について検討していること。

今回は、「L2津波」に対して総合的防災対策を構築する際の基礎となる「津波浸水
想定」について検討したものであること。

この「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律（平成23年法律第123
号）第8条 第１項に基づいて設定するもので、津波防災地域づくりを実施するため
の基礎となるものであること。

17公表資料①「解説書」の掲載内容
津波対策の考え方 要点

17



「津波浸水想定」を公表するにあたり、周知すべき主な留意事項を以下に示す。

「津波浸水想定」は、最大クラスの津波が悪条件下（地震が満潮時に発生し、防潮
堤等の構造物は地震発生と同時に沈下または破壊し、地震に耐えた構造物も津波の
越流と同時に全壊する）において発生し、その時に想定される浸水域と浸水深を表
したものであること。

最大クラスの津波は、「発生頻度は極めて低いものの、甚大な被害をもたらす津
波」であり、数百年から千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度が低いが、こ
れよりも大きな津波が発生する可能性もあること。

「津波浸水想定」の浸水域や浸水深は、「何としても人命を守る」ための避難を中
心とした津波防災地域づくりを進めるためのものであり、津波による災害や被害の
発生範囲を決定するものではないこと。

浸水域や浸水深は、津波の第一波ではなく、第二波以降に最大となる場所もあるこ
と。

浸水域や浸水深は、浸水域外でも浸水が発生したり、浸水深がさらに大きくなる場
合があること。

今後、数値の精査や表記の改善等により、修正の可能性があること。

18公表資料①「解説書」の掲載内容
留意事項 要点

18



津波浸水想定図作成の主な計算条件

・構造物・造成地等の反映条件：現況（令和2年度末時点の整備状況を反映）

・各種構造物の地震による沈下条件

耐震評価結果がある場合：結果を反映

耐震評価結果がない場合：盛土構造の堤防・防潮堤等は「地震前の高さの25%まで沈下」

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造の擁壁・防波堤、水門等は「構造物がない状態」

・各種構造物の津波の越流に対する状況：津波が越流し始めた時点で「破壊」し、

「破壊」後の形状は「構造物がない状態」

・計算時の潮位：朔望平均満潮位

 悪条件下とは、各種構造物の地震による沈下や津波越流による破堤を考慮したもので、

津波浸水想定図作成のための主な計算条件は下記に示していますが、詳細について解説書
p.23の表4に示しています。また、計算時の潮位は、満潮時の条件としています。

19公表資料①「解説書」の掲載内容
悪条件下とは

19



最大浸水域は、海岸線から陸域に津波が遡上することが想定される最大の区域であ
る。

最大浸水深は、津波が陸上まで遡上したとき、陸上の各地点において水面が最も高
い位置にきたときの地面から水面までの高さ(mで表示)である。

複数の最大クラスの津波が想定される地域海岸においては、それらのシミュレー
ション結果を重ね合わせ、最大となる浸水域、最大となる浸水深を採用する。

■最大浸水域の作成イメージ ■最大浸水域の区分および色分け

（「手引き」p.46に基づき設定）

20公表資料①「解説書」の掲載内容
最大浸水域および最大浸水深
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最大津波水位は、津波襲来時の沿岸部（海岸線より海側）における津波水位の最大
値で、標高（東京湾平均海面からの高さ（単位：T.P.,m））として表示する。

影響開始時間は、初期潮位（朔望平均満潮位）に対して±20cm以上の水位変動が生
じるまでの時間とする。この20cmの水位変動は、気象庁で津波注意報が発令される
条件の下限値に設定されている値である。

最大津波水位および第一波最大津波水位（地震発生から第一波目における津波水位
の最大値）の到達時間は、地震発生からそれぞれの最大水位到達までの時間とする。

複数の最大クラスの津波が想定される地域海岸においては、それぞれの津波の最大
値および第一波最大値を比較し、それぞれの最大値とその最大値の到達時間を採用
する。

2121公表資料①「解説書」の掲載内容
最大津波水位、第一波到達時間等
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浸水想定図（案）に掲載する事項は、
基本事項として、①最大浸水域、②最大浸水深、③留意事項
参考事項として、沿岸代表地点における④最大津波水位、⑤影響開始時間を掲載

①最大浸水域

②最大浸水深

②最大浸水深の凡例

③留意事項

④最大津波水位

⑤影響開始時間

参考事項の説明

代表地点

位置図

横断イメージと
用語等の説明

公表資料②「浸水想定図」の掲載内容
掲載内容と割付イメージ
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本資料は、防潮堤等の構造物を津波が越流しても破堤しないと仮定した場合の浸水
域等を、参考のために計算したものです。

（注）実際の現象では、防潮堤等が壊れる場合や壊れない場合があると考えられるが、
仮に全て壊れないとした場合を参考として計算したものです。

避難を軸にした総合的な津波対策を検討する場合は、別途示している「津波浸水想
定」である防潮堤が破堤する条件での計算結果を用いる必要があります。

【「津波浸水想定」と同じ計算条件】
・最大クラスの津波が発生した場合に想定される浸水の区域（浸水域）と水深（浸水
深）を表したものです。

・計算時の潮位を朔望平均満潮位で計算したものです。

【「津波浸水想定」と異なる計算条件】
・造成地や防潮堤等の復興施設のうち、令和2年度末時点、未完成のものも完成済み
として計算したものです。

・耐震性能や液状化の評価結果にかかわらず、防潮堤等の構造物は、地震により沈
下・破壊しないものとして計算したものです。

・津波が防潮堤等の構造物を越流しても、構造物は破壊しないものとして計算したも
のです。

公表資料③ 「浸水想定図（破堤なし）」[参考公表] の掲載内容

留意事項 要点
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計画条件(地形・構造物)、沈下あり・破堤ありの公表図（案）に掲載する事項は、
基本事項として①最大浸水域、②最大浸水深、③留意事項と、④参考であることの
表記とする。

①最大浸水域

②最大浸水深

②最大浸水深の凡例

③留意事項

位置図

横断イメージと
用語等の説明

④参考であることの表記

公表資料③ 「浸水想定図（破堤なし）」[参考公表] の掲載内容

公表図掲載内容

24



３．今後の対応
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本委員会において報告の後、公表資料（「解説書」、「浸水想定図」、
「浸水想定図（破堤なし）」[参考公表]）を令和４年３月29日(火) 県ホー
ムページ上にて公表する予定。

県が作成した津波浸水想定については、地元住
民に対して説明していきます。

（１）住民説明について

あわせて、住民に理解を深めていただけるよう
な内容となるよう、概要を記したパンフレットな
どを作成予定。

図 パンフレットイメージ
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津波浸水想定が公表されることによって、最大クラスの津波が悪条件下で起
きた場合に想定される浸水の区域や水深が解ることから、津波防災地域づくり
を推進する取組が可能となる。
県としては、計画策定等に必要なデータ提供などの支援を行っていきます。

（２）市町村支援について

【 可能となる主な取組 】
・ ハザードマップの改訂
・ 地域防災計画の改定
・ 推進計画の作成
・ 緊急避難場所、避難所の再検討など

図 GISビューワイメージ

○ ハザードマップ作成に必要なGIS等デー
タの提供

○ 津波シミュレーション結果が閲覧できる
ビューワ（任意の箇所における最大浸水深
や津波到達時間情報）の提供

県の支援
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● 津波災害警戒区域等の指定について

（３）県の取組について（今後の課題）

津波災害警戒区域の指定については、関係市町村への意見聴取等が必要とさ
れており、今回の津波浸水想定の結果も踏まえ、今後、関係市町村の意見を丁
寧に確認しながら対応していく。


